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所有者不明土地の解消に向けた
民事基本法制の見直しについて

1
�
は
じ
め
に

令
和
3
年
4
月
21
日
、「
民
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

（
令
和
3
年
法
律
第
24
号
）
及

び
「
相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た

土
地
所
有
権
の
国
庫
へ
の
帰
属

に
関
す
る
法
律
」（
令
和
3
年

法
律
第
25
号
）
が
成
立
し
た

（
4
月
28
日
公
布
）。

両
法
律
は
、
所
有
者
不
明
土

地
の
増
加
等
の
社
会
経
済
情
勢

の
変
化
に
鑑
み
、
所
有
者
不
明

土
地
の
「
発
生
の
予
防
」
と
「
利

用
の
円
滑
化
」
の
両
面
か
ら
、

総
合
的
に
民
事
基
本
法
制
の
見

直
し
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

2
�
所
有
者
不
明
土
地
と
は

相
続
登
記
が
さ
れ
な
い
こ
と

な
ど
に
よ
り
、
不
動
産
登
記
簿

に
よ
り
所
有
者
が
直
ち
に
判
明

し
な
い
土
地
お
よ
び
所
有
者
が

判
明
し
て
も
、
そ
の
所
在
が
不

明
で
連
絡
が
付
か
な
い
土
地
を

い
う
。
平
成
29
年
度
の
国
土
交

通
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
全
国

の
土
地
に
占
め
る
所
有
者
不
明

土
地
の
割
合
は
22
％
で
あ
っ

た
。
所
有
者
不
明
土
地
の
発
生

原
因
は
、
相
続
登
記
の
未
了
に

よ
る
も
の
が
約
66
・
7
％
、
住

所
変
更
登
記
の
未
了
に
よ
る
も

の
が
32
・
4
％
で
あ
る
。

3
�
所
有
者
不
明
土
地
が
発
生
す
る
こ
と
の
背
景

⑴

相
続
登
記
の
申
請
は
義
務

で
は
な
く
、
申
請
し
な
く
て

も
不
利
益
を
被
る
こ
と
は
少

な
い
こ
と
。

⑵

都
市
部
へ
の
人
口
移
動
や

人
口
の
減
少
、
高
齢
化
等
の

進
展
に
よ
り
、
地
方
を
中
心

に
土
地
の
所
有
者
意
識
が
希

薄
化
し
、
土
地
を
利
用
し
た

い
と
い
う
ニ
ー
ズ
も
低
下
し

て
い
る
こ
と
。

⑶

遺
産
分
割
を
し
な
い
ま
ま

相
続
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
、

土
地
共
有
者
が
ネ
ズ
ミ
算
式

に
増
加
す
る
こ
と
。

4
�
所
有
者
不
明
土
地
が
発
生
す
る
こ
と
の
問
題

点
の
例

⑴

公
共
事
業
の
実
施
や
民
間

取
引
に
あ
た
り
、
交
渉
の
相

手
方
が
不
明
と
な
る
こ
と
。

⑵

復
旧
・
復
興
事
業
に
お
い

て
、
戸
籍
や
住
民
票
の
調
査

等
の
所
有
者
探
索
に
時
間
と

費
用
が
か
か
る
こ
と
。

⑶

土
地
の
管
理
不
全
を
招

き
、
近
隣
に
迷
惑
を
か
け
る

こ
と
。

⑷

多
数
の
相
続
人
が
土
地
を

共
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、

意
思
形
成
が
困
難
と
な
り
、

土
地
の
管
理
・
利
用
等
が
で

き
な
く
な
る
こ
と
。

5
�
不
動
産
登
記
制
度
の
見
直
し

所
有
者
不
明
土
地
の
発
生
の

予
防
の
観
点
か
ら
、
不
動
産
登

記
法
を
改
正
し
、
こ
れ
ま
で
任

意
と
さ
れ
て
き
た
相
続
登
記
や

住
所
変
更
登
記
の
申
請
を
義
務

化
す
る
。
具
体
的
に
は
、
以
下

⑴
〜
⑸
の
通
り
で
あ
る
。

⑴

相
続
登
記
の
申
請
を
義
務

化
（
不
動
産
登
記
法
第
76
条

の
2
）

不
動
産
を
取
得
し
た
相
続
人

に
対
し
、
そ
の
取
得
を
知
っ

た
日
か
ら
3
年
以
内
に
相
続

登
記
の
申
請
を
義
務
付
け

る
。
正
当
な
理
由
の
な
い
申

請
も
れ
に
は
十
万
円
以
下
の

過
料
の
罰
則
あ
り
（
不
動
産

登
記
法
第
1
6
4
条
）。

⑵

相
続
人
申
告
登
記
を
新
設

（
不
動
産
登
記
法
第
76
条
の

3
）

登
記
の
手
続
的
な
負
担
を
軽

減
し
、
相
続
登
記
の
申
請
義

務
を
簡
易
に
履
行
す
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
た
め
、
相
続

人
が
登
記
名
義
人
の
法
定
相

続
人
で
あ
る
旨
を
申
し
出
る

相
続
人
申
告
登
記
を
新
設

し
、
申
請
義
務
の
履
行
手
段

の
一
つ
と
す
る
。

⑶

登
記
名
義
人
の
死
亡
等
の

事
実
の
公
示
（
不
動
産
登
記

法
第
76
条
の
4
）

登
記
で
登
記
名
義
人
の
死
亡

の
有
無
の
確
認
を
可
能
に
す

る
た
め
、
登
記
官
が
他
の
公

的
機
関
（
住
基
ネ
ッ
ト
な

ど
）
か
ら
死
亡
等
の
情
報
を

取
得
し
、
職
権
で
登
記
に
符

号
で
表
示
す
る
。

⑷

住
所
変
更
登
記
の
義
務
化

（
不
動
産
登
記
法
第
76
条
の

4
）

住
所
変
更
登
記
に
関
し
て

は
、
所
有
権
の
登
記
名
義
人

に
対
し
、
住
所
等
の
変
更
日

か
ら
2
年
以
内
に
変
更
登
記

の
申
請
を
す
る
こ
と
を
義
務

付
け
る
。
正
当
な
理
由
の
な

い
申
請
も
れ
に
は
五
万
円
以

下
の
過
料
の
罰
則
あ
り
（
不

動
産
登
記
法
第
1
6
4
条
2

項
）。

⑸

相
続
登
記
の
申
請
義
務
の

実
効
性
を
確
保
す
る
よ
う
、

相
続
登
記
・
住
所
変
更
登
記

の
手
続
き
の
簡
素
化
・
合
理

化
を
盛
り
込
む
こ
と
と
し
、

さ
ら
に
、
他
の
公
的
機
関
か

ら
取
得
し
た
情
報
に
基
づ

き
、
登
記
官
が
職
権
的
に
変

更
登
記
を
す
る
新
た
な
方
策

も
導
入
す
る
。

6
�
相
続
土
地
国
庫
帰
属
法
の
創
設

所
有
者
不
明
土
地
の
発
生
の

予
防
の
観
点
か
ら
、
相
続
等
に

よ
り
所
有
権
を
取
得
し
た
者

が
、
法
務
大
臣
の
承
認
を
受
け

て
そ
の
土
地
の
所
有
権
を
国
庫

に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

制
度
を
創
設
す
る
。

⑴

制
度
の
創
設
の
背
景

①

土
地
利
用
ニ
ー
ズ
の
低

下
等
に
よ
り
、
土
地
を
相

続
し
た
も
の
の
、
土
地
を

手
放
し
た
い
と
考
え
る
者

が
増
加
し
て
い
る
こ
と
。

②

相
続
を
契
機
と
し
て
、

土
地
を
望
ま
ず
取
得
し
た

所
有
者
の
負
担
感
が
増
し

て
お
り
、
管
理
の
不
全
化

を
招
い
て
い
る
こ
と
。

⑵

申
請
権
者

申
請
が
で
き
る
の
は
、
相
続

又
は
遺
贈
（
相
続
人
に
対
す
る

遺
贈
に
限
る
）
に
よ
り
土
地
を

取
得
し
た
者
に
限
ら
れ
て
い

る
。
共
有
地
の
場
合
は
、
共
有

者
全
員
で
申
請
す
る
必
要
が
あ

る
。

⑶

適
用
要
件

①

通
常
の
管
理
又
は
処
分

す
る
に
当
た
り
過
分
の
費

用
又
は
労
力
を
要
す
る
次

の
よ
う
な
土
地
に
該
当
し

な
い
こ
と

ア

建
物
や
通
常
の
管
理
又

は
処
分
を
阻
害
す
る
工
作

物
等
が
あ
る
土
地

イ

土
壌
汚
染
や
埋
設
物
が

あ
る
土
地

ウ

崖
が
あ
る
土
地

エ

権
利
関
係
に
争
い
が
あ

る
土
地

オ

担
保
権
等
が
設
定
さ
れ

て
い
る
土
地

カ

通
路
な
ど
他
人
に
よ
っ

て
使
用
さ
れ
る
土
地

②

こ
の
制
度
の
利
用
者

は
、
法
務
大
臣
の
審
査
手

数
料
の
ほ
か
、
土
地
の
性

質
に
応
じ
た
標
準
的
な
管

理
費
用
を
考
慮
し
て
算
出

し
た
10
年
分
の
土
地
管
理

費
相
当
額
の
負
担
金
を
国

へ
納
付
す
る
必
要
が
あ

る
。

7
�
土
地
利
用
に
関
す
る
民
法
の
規
定
の
見
直
し

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の

円
滑
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
土

地
利
用
に
関
連
す
る
民
法
の
規

定
を
見
直
し
、
主
に
以
下
の
4

点
の
施
策
を
講
じ
る
。

⑴

財
産
管
理
制
度
を
見
直

し
、
所
有
者
不
明
土
地
・
建

物
の
管
理
制
度
お
よ
び
管
理

不
全
土
地
・
建
物
の
管
理
制

度
を
創
設
す
る
。

①

所
有
者
不
明
土
地
・
建

物
の
管
理
を
効
率
化
・
合

理
化
す
る
た
め
に
個
々
の

所
有
者
不
明
土
地
・
建
物

の
管
理
に
特
化
し
た
新
た

な
財
産
管
理
制
度
を
創
設

す
る
（
民
法
第
2
6
4
条

の
2
〜
民
法
第
2
6
4
条

の
8
）。

②

管
理
不
全
化
し
た
土
地

・
建
物
の
適
切
な
管
理
を

可
能
に
す
る
た
め
、
所
有

者
が
土
地
・
建
物
を
管
理

せ
ず
に
こ
れ
を
放
置
し
て

い
る
こ
と
で
他
人
に
権
利

が
侵
害
さ
れ
る
恐
れ
が
あ

る
場
合
に
、
管
理
人
の
選

任
を
可
能
に
す
る
制
度
を

創
設
す
る
（
民
法
第
2
6

4
条
の
9
〜
民
法
第
2
6

4
条
の
14
）。

⑵

共
有
物
の
利
用
・
処
分
を

円
滑
に
進
め
る
た
め
、
共
有

制
度
を
見
直
し
、
共
有
者
が

不
明
な
場
合
の
共
有
地
の
利

用
の
円
滑
化
を
図
る
以
下
の

仕
組
み
を
整
備
す
る
。

①

不
明
共
有
者
が
い
て
も

共
有
物
の
利
用
を
円
滑
に

進
め
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
た
め
、
裁
判
所
の
関
与

の
下
で
、
不
明
共
有
者
等

に
対
し
て
公
告
等
を
し
た

う
え
で
、
残
り
の
共
有
者

の
同
意
で
、
共
有
物
の
変

更
行
為
や
管
理
行
為
を
可

能
に
す
る
制
度
を
創
設
す

る
（
民
法
第
2
5
1
条
〜

民
法
第
2
5
2
条
の
2
）。

②

不
明
共
有
者
が
い
て
も

共
有
物
の
処
分
を
円
滑
に

進
め
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
た
め
、
裁
判
所
の
関
与

の
下
で
、
不
明
共
有
者
の

持
分
の
価
額
に
相
当
す
る

額
の
金
銭
の
供
託
に
よ

り
、
不
明
共
有
者
の
共
有

持
分
を
取
得
し
て
不
動
産

の
共
有
関
係
を
解
消
す
る

仕
組
み
を
創
設
す
る
（
民

法
第
2
6
2
条
の
2
〜
民

法
第
2
6
2
条
の
3
）。

⑶

遺
産
分
割
長
期
未
了
状
態

の
解
消
を
促
進
す
る
た
め
、

相
続
制
度
を
見
直
し
、
相
続

開
始
か
ら
10
年
を
経
過
し
た

遺
産
分
割
に
つ
い
て
、
個
別

案
件
ご
と
に
異
な
る
具
体
的

相
続
分
に
よ
る
分
割
の
利
益

を
消
滅
さ
せ
、
画
一
的
な
法

定
相
続
分
で
簡
明
に
遺
産
分

割
を
行
う
仕
組
み
を
創
設
す

る（
民
法
第
9
0
4
条
の
3
）。

民
法
第
9
0
4
条
の
3
（
期
間

経
過
後
の
遺
産
の
分
割
に
お
け

る
相
続
分
）

前
三
条
※
の
規
定
は
、

相
続
開
始
の
時
か
ら
10
年

を
経
過
し
た
後
に
す
る
遺

産
の
分
割
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一

相
続
開
始
の
時
か
ら

10
年
を
経
過
す
る
前

に
、
相
続
人
が
家
庭
裁

判
所
に
遺
産
の
分
割
の

請
求
を
し
た
と
き
。

二

相
続
開
始
の
時
か
ら

始
ま
る
10
年
の
期
間
の

満
了
前
6
箇
月
以
内
の

間
に
、
遺
産
の
分
割
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
や
む
を
得
な
い
事

由
が
相
続
人
に
あ
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の

事
由
が
消
滅
し
た
時
か

ら
6
箇
月
を
経
過
す
る

前
に
、
当
該
相
続
人
が

家
庭
裁
判
所
に
遺
産
の

分
割
の
請
求
を
し
た
と

き
。

※
は
筆
者

前
三
条
と
は
、
民
法
第
9
0

3
条
（
特
別
受
益
者
の
相
続

分
）
か
ら
第
9
0
4
条
の
2

（
寄
与
分
）
ま
で
の
規
定
で
あ

る
。

⑷

相
隣
関
係
規
定
を
見
直

し
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
引
込

み
を
円
滑
化
し
、
土
地
の
利

用
を
促
進
す
る
た
め
、
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
を
自
己
の
土
地
に

引
き
込
む
た
め
の
導
管
等
の

設
備
を
他
人
の
土
地
に
設
置

す
る
権
利
を
明
確
化
し
、
隣

地
所
有
者
不
明
状
態
に
も
対

応
で
き
る
仕
組
み
を
整
備
す

る
（
民
法
第
2
0
9
条
、
民

法
第
2
3
3
条
、
民
法
第
2

1
3
条
の
2
〜
民
法
第
2
1

3
条
の
3
）。

8
�
施
行
日
等

施
行
期
日
は
、
原
則
と
し
て

公
布
（
令
和
3
年
4
月
28
日
）

後
2
年
以
内
の
政
令
で
定
め
る

日
で
あ
る
。
相
続
登
記
の
申
請

の
義
務
化
関
係
の
改
正
に
つ
い

て
は
公
布
後
3
年
以
内
の
政
令

で
定
め
る
日
、
住
所
等
変
更
登

記
の
申
請
の
義
務
化
関
係
の
改

正
に
つ
い
て
は
公
布
後
5
年
以

内
の
政
令
で
定
め
る
日
と
さ
れ

て
い
る
。

【
参
考
文
献
等
】

1
�
法
務
省
Ｈ
Ｐ

所
有
者
不
明

土
地
の
解
消
に
向
け
た
民
事
基

本
法
制
の
見
直
し
（
民
法
・
不

動
産
登
記
法
等
一
部
改
正
法
・

相
続
土
地
国
庫
帰
属
法
）

http://w
w
w
.m
oj.go.jp

/M
IN
JI/m

inji05_ 00343.
htm
l

2
�
法
務
省
Ｈ
Ｐ

「
民
法
・
不

動
産
登
記
法
（
所
有
者
不
明
土

地
関
係
）
の
改
正
等
に
関
す
る

要
綱
案
」（
令
和
3
年
2
月
2
日

開
催
決
定
）

http://w
w
w
.m
oj.go.jp

/shingi1/shingi0490000
1_ 00049.htm

l

出岡伸和〔麹町〕

日
本
税
務
会
計
学
会

令
和
3
年
7
月
月
次
研
究
会

2021年〔令和3年〕9月1日〔水曜日〕 東 京 税 理 士 界 〔第三種郵便物認可〕 VolumeNo.776【 6 】




